
プ
ラ
ン
名
特
約
名

5

「寮・ホームステイプラン」と「アパート・借家プラン」の違い

＝ 補償されます。　　 ＝ 補償されません。

状　況 ご　注　意

１つ（１点、１組または１対）あ
たりの補償限度額は、「寮・
ホームステイプラン」の「携行
品」、「アパート・借家プラン」
の「生活用動産（長期用）」
ともに10万円となります。

「寮・ホ－ムステイプラン」の
「携行品」は、保険期間を通
して保険金額が支払限度額
となります。

「アパート・借家プラン」の
「生活用動産（長期用）」は
保険年度毎（１年毎）に保険
金額が支払限度となり毎年
保険金額が復元します。

居住施設（建物または戸室全体
を賃借している場合）の場合、
個人賠償責任（長期用）では、火
災・爆発・破裂および漏水などに
よる水漏れにより住宅に与えた
損害は、補償の対象となります。

寮・ホームステイ等の宿泊施設
の場合、宿泊施設のガラスなど
備付けの設備をあやまって破
損してしまった場合には、個人
賠償責任・個人賠償責任（長期
用）いずれでも補償できます
が、アパート・借家等の居住施設
では補償されません。

●留学先にて建物またはマンションの戸室全体を賃借する場合および
　生活用動産を購入される予定がある場合は、アパート・借家プランをお勧めします。
＊詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合せください。

買い物中
デパ－トで買物中に、あやまって商品
を壊してしまい、デパ－トより賠償請
求される。

携行中
歩行中に、後ろからきたバイクに
カバンを引ったくられる。

寮・ホ－ムステイ等の
宿泊施設に保管中
寮に戻ったら、ノート型パソコンが盗
まれていた。

アパ－ト・借家等の
居住施設に保管中
アパ－トに帰宅すると、ノート型パソ
コンが盗まれていた。

自転車搭乗中
通学中に自転車で歩行者にぶつかっ
てしまい治療費を賠償請求される。

寮・ホ－ムステイ等の
（宿泊施設）滞在中
滞在先のスト－ブから失火してしまい、
家主より賠償請求される。

アパ－ト・借家等の
（居住施設）滞在中
滞在先のスト－ブから失火してしまい、
家主より賠償請求される。

寮・ホ－ムステイ等の
（宿泊施設）滞在中
滞在先のガラスをあやまって割って
しまい賠償責任を負った。

アパ－ト・借家等の
（居住施設）滞在中
滞在先のガラスをあやまって割って
しまい賠償責任を負った。

寮・ホ－ムステイ
プラン

携行品

アパ－ト・借家
プラン

生活用動産（長期用）
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状　況 ご　注　意

寮・ホ－ムステイ
プラン

個人賠償責任

アパ－ト・借家
プラン

個人賠償責任（長期用）
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個人賠償責任と個人賠償責任（長期用）の比較

携行品と生活用動産(長期用)の比較

●

●

●


